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第４ 次「 安全で安心なま ちづく り 」 岡山市行動プラ ン に 
関する 覚書 

 

 

岡山市（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 岡山県警察（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、

第４ 次「 安全で安心な ま ち づく り 」 岡山市行動プラ ン （ 以下「 行動プラ ン 」

と いう 。 ) に関する 覚書を 次のと おり 締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の覚書は、 甲と 乙と が協働し て 、 岡山市内におけ る 犯罪や交通事

故の減少に向け た 取組を 行い、 市民生活の基盤であ る 「 安全で安心な ま ち

づく り 」 を 推進する こ と を 目的と する 。  
 

（ 取組施策及び推進事項）  

第２ 条 行動プラ ン の取組は、 岡山市における 社会情勢や治安情勢等を 踏ま

え て 安全で安心な ま ち づく り に必要な 、 岡山市と 岡山県警察が協働し て 取

り 組むべき 施策及び推進事項を 定める も のと する 。  
 

 （ 行動プラ ン の見直し ）  

第３ 条 行動プラ ン の期間は、 ５ 年を 一区切り と し 、 以後、 社会情勢や治安

情勢等を 踏ま え て 改訂する も のと する 。  
 

（ 会議）  

第４ 条 甲と 乙は、 連携強化に向け て、 定期的に連絡会を 開催する と と も

に、 必要に応じ て 会議を 招集する 。  
 

（ 協議）  

第５ 条 こ の覚書に定めのな い事項について は、 甲と 乙が必要に応じ て 協議

を 行い決定する 。  
 

こ の覚書の締結を 証する た め、 本書を ２ 通作成し 、 甲乙両名が署名の上、

各自そ の１ 通を 保有する も のと する 。  
 

令和７ 年１ ２ 月１ ８ 日 

 

甲 岡 山 市 

  岡  山  市  長   大 森 雅 夫 

 

 

乙  岡山県警察   

  岡山県警察本部長  工 藤 陽 代 
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